
交通事故対応再開のお知らせ

令和６年４月５日より、交通事故によ
る診察等の対応を再開致します。
診察は、長井院長のみ対応致します。
なお、交通事故による診察等につきま
しては、整骨院や治療院等の併院は認
めておりません。また、整骨院や治療
院等からの転院につきましても対応で
きかねます。何卒、ご了承いただきま
すようお願い申し上げます。
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